
新型コロナウイルス感染症：市の安心対策について

③感染の疑いで医療機関を受診したいが、車がない時の支援
ネッツトヨタ東埼玉株式会社から無償貸与している飛沫循環抑制車両を活用し、送迎サービスを実施。
消防に要請してください。

上尾市内の医療施設に設けた酸素ステーション（１０床）が9月1日から稼働しました。
酸素ステーションは、入院調整中のコロナ患者の対応強化を目的とし、中等症以上の患者を中心に受け入
れ先病院が見つかるまでの一時的な滞在場所として活用されます。

⑤酸素ステーション、県内４か所に設置

蓮田市ホームページ
接種全般・スケジュール

１１月中に、全接種希望者の２回目接種が終了する見込みです。
蓮田市の接種は順調に進んでいます。

④救急搬送時の感染対策
・救急搬送時の二次感染の防止のため、救急車にオゾンガス発生装置を設置しました。
・感染者搬送には、陰圧式搬送機材「アイソレーター」（人体をビニールカバーで覆いファスナーで閉じ、
　感染者の飛沫等を外に排出させない）を使用します。
・出動から搬送までの流れは以下のようになります。
　出動     容体を保健所に伝える     保健所からの入院調整を待つ     宿泊や病院確定の場合、搬送

コロナウイルス感染症は、いつ誰が感染してもおかしくありません。感染の疑いがある時、
すぐにPCR検査が受けられ、必要な医療が受けられることが重要です。目下、必要な
医療が受けられない事態を回避するための医療の拡充が図られています。医療従事
者や消防の方々に感謝すると共に、第６波への備えを国や県に要望していきます。
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①新型コロナウイルスワクチン接種状況

②自宅療養者への支援
本来は県（保健所）が、自宅療養者に要望を個々に聞いて食料等の支援を行います。陽性者数の増大で、
県の手が回らない時は、県に代わり市が支援を行います。本人や家族からの要望があれば、3日分の食料
や生活用品、ミルク、紙おむつ、パルスオキシメーター、酸素濃縮器を届けます。
この支援は、コロナ第５波が落ち着いてきたことから、9月30日をもって一旦休止していますが、必要な支
援は引き続き県が行います。

蓮田市黒浜９３６－１２　TEL&FAX 048－７６４－０２０７

ゆたに 百合子
Ema i l  :  y u t a n i @ q k 9 . s o - n e t . n e . j p

ツイッター、ブログで
発信しています。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用状況

新型コロナウイルス感染症対策の取組を支援するため、 
国から地方創生臨時交付金が交付されました。
その金額と使途についてご報告します。

第１次交付額
第２次交付額
第３次交付額

１億８,９３７万６,０００円
４億８,１９２万７,０００円
２億８,１０７万９,０００円

交付金額は、合計９億５,２３８万２,000円

・感染症予防のための備品購入（マスク、防護服、次亜塩素酸水加湿器）
・子育て世帯への臨時特別給付金、ひとり親家庭等臨時給付金、就学援助等世帯臨時給付金
・小規模事業者等支援給付金　　　・有料指定ごみ袋の配布（全世帯に2回）
・小中学校給食費補助
・小中学校、保育所、学童保育所に次亜塩素酸水加湿器の導入
・空気清浄機の導入　　　　　　　・玩具殺菌乾燥保管庫導入
・新生児特別定額給付金　　　　　・医療機関等感染症対策支援金
・公共交通支援金
・水道料金基本料金＆メーター使用料の5割減額
・小中学校GIGAスクール構想に係る1人1台タブレット実現
・プレミアム付商品券発行（地方創生臨時交付金対象事業予定）　　　　
・公共施設のトイレ等の手洗い自動水栓化　
・避難所用大型扇風機　170台　　・プライベートルームテント　300張
・自動ラップ式トイレ　56台　　　・パルスオキシメーター　20個
・市内公園に健康器具やアスレチック遊具
・新型コロナ感染症の疑いがある方や感染者の搬送を行う際、感染拡大防止対策を行うた
　めの備品・消耗品の購入

使途について

ご意見、ご感想は、０４８－７６４－０２０７の留守電にお願いします。
メールは  yutani@qk9.so-net.ne.jp まで。
どうぞよろしくお願いいたします。

議会報告＆意見交換会は
新型コロナウイルス感染予防のため、開催しません。



令和３年9月議会 一般質問 「広報はすだの全戸配布について」 

自治会を通じて全戸配布 業者委託による全戸配布

ポストの場所、空き家の有無など
状況把握をしている。

最初は１００％配布ができず、
不足の場合は連絡があれば再配達を行う。

コスト計算をしていない。 近隣のまちで業者委託をしているところを
参考にした。

付加価値がある。 一切考慮しない。

戸田市、鶴ヶ島市等 上尾市等

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号により、
シルバー人材センターと随意契約した。

自治会との
事前協議は？

業者の
選定方法は？

付加価値の
有無は？

コスト比較は？

実行力は？

他市の状況は？

話し合いはしていない。

湯谷の質問 広報配布には、郵送や業者や自治会への委託などがあります。市はそれらをどのように
比較検討して、業者委託という結論に至ったのか？ その経緯を質問しました。

現在少なくても全世帯の５６％には確実に配布できている。残り４６％の配布について、
今まで広報配布を担ってきた自治会とどのような話し合いをしたのか。

短期間に、全世帯(27,802世帯)に１００％の配布を安定的に行うという視点にたって、
どのように比較検討したか。

コストの比較。地方自治法第2条「最小の経費で最大の効果」になるように、どう比較検討したのか。
※例えば、私の議会報告のポスティングコストは1部につき、シルバーは11円、業者は5円前後。
　市広報配布コストは平均1部21円です。

自治会を通じての配布では、広報配布が見守りや安否確認、地域コミュニティの維持といった
付加価値をもつ一面があった。付加価値について考慮したか。

業者選定の方法は、入札をするのか。

広報はすだを全戸配布すべき！と、私は度々議会で取り上げてきました。
蓮田市広報発行規則第5条「広報は、発行の都度1世帯につき1部、その他市長が必要と認める者に無償
で配布する」と謳っています。現状は自治会を通じて配布されていて、配布率は全世帯の５６％です！　
広報は市が市民の皆様に伝える重要な情報です。市の情報は、自治会の加入、未加入に関係なく届けられ
るべきです。

そして、ようやく令和４年４月から、業者委託による「広報はすだ」の全戸配布が決定しました。
9月議会補正予算に来年度の配布予算として、692万3,000円が計上されています。

やっと広報の全戸配布が実現します。私は自治会が市と広報配布契約を締結し、自治会未加入世
帯にも配布する方法が、迅速で確実に全戸配布できると考え、市に提案していましたが、市は、コス
ト比較もしない、また自治会と全戸配布について話し合いをすることなく、シルバー人材セ
ンターありきで決定しました！なお回覧は今まで通り自治会を通じて行うということです。

令和３年６月、９月議会 一般質問「環境学習館について」  

質問 学習館建て替えに伴い、現学習館の建物はどうなるのでしょうか。

現学習館は、建て替え工事の開始と同時に、壊します。学習館業務は1年間閉館になります。答弁

再質問
以前の学習館は9年の使用で建て替えました。現学習館は、まだ建設して7年しか経っていま
せん。建設費は2,000万円かかっています。なぜ、ころころと建て替えるのか。もったいない。
すべて税金です。

今の学習館は、学習館につながる道も狭く、バスは通れない。新築する学習館は、杉戸線から
入る市道を拡張し、バスの通行も可能になる。立派な学習館にします。展望台も作ります。

答弁

そもそも、環境学習館の1期工事2期工事の計画はどうなったのか？新たな土地の購入
は、どのような計画に基づいて行われたのか？この点について福田聖次議員が質問しま
したが、市は全く計画もなく土地を購入したことがわかりました。おまけに展望台を作る
ためにも土地を購入していました！緑のトラスト保全第11号地の黒浜沼は、年間を通じて
草ぼうぼうです。私もメンバーの一人ですが、トラスト会員だけで維持管理するには
限界があります。立派な学習館を建てるより、沼の環境維持を優先させるべきでは
ありませんか？

黒浜地区にある環境学習館は、昭和49年に地域交流施設であった黒浜農村センター内にオープンしまし
た。その後、平成16年に環境保全に関する学習＆情報発信の拠点として、地域のコミュニティ施設も兼ね
た環境学習館をリニューアルオープンしました。しかしながら平成25年に実施された耐震診断の結果、耐
震性が著しく低いことがわかり、平成26年に現在の環境学習館が新築されました。

現在の環境学習館は、会議室1室と事務室、トイレのみで、1期工事であり、後年に2期工事を行って増設す
る計画であると説明を受けていました。

しかしながら、増設の2期工事が始まらないうちに、環境学習館の隣接の土地が購入され、学
習館は新たに建て替える、2階建てを新築するという話になってきました。

６月議会 湯谷の質問・再質問と答弁

９月議会 湯谷の質問と答弁

質問
環境学習館は環境学習、環境教育、トラスト地の保全活動とともに地域コミュニティ施設とし
て様々に利用されています。すぐに壊し1年間休館するのではなく、工事中も可能な限り事業
継続ができるように、工事のやり方を検討することはできないでしょうか。

環境学習館の利用者団体からも、事業継続を求める要望書が提出されたこともあり、事業継
続できるかどうか、検討を行います。

答弁

7年で壊すことも、1年間閉館することも、納得できませ～ん。税金の無駄使いです！！


